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理　由

　産業競争力の強化と地域経済の活性化を図ることの必要性の増大等にかんが

み、地域の名称を含む商標を保護することにより、地域の産品等についての事

業者の信用の維持を図るため、地域の名称及び商品の普通名称のみからなる商

標等について、地域団体商標の商標登録を受けることを可能にする等の措置を

講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


